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第３回秋田市宿泊税検討委員会会議録

日 時 令和６年１０月２８日（月）

午前１０時から午前１１時２６分まで

場 所 秋田市役所５階 第２委員会室

出席者

委 員 浅利 久樹（秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合秋田支部

支部長）

臼木 智昭（秋田大学教育文化学部 教授）

佐藤 太郎（秋田商工会議所総務企画部

部長代理兼まちづくり推進課長）

佐藤 司（公益財団法人秋田観光コンベンション協会

専務理事）

佐藤 雅彦（一般財団法人秋田経済研究所 所長）

原田 吉啓（株式会社ＪＴＢ秋田支店 支店長）

事務局 秋田市観光文化スポーツ部観光振興課

秋田市企画財政部市民税課

傍聴者なし

会議の内容

１ 開会

２ 報告事項

臼木委員長 初めに、報告事項の (1)宿泊事業者を対象としたアンケー

ト集計結果について、事務局から説明をお願いします。

事務局 （資料１により説明）

臼木委員長 回収率が４割程度ではあるんですけれども、私の感覚で言

うと決して低い方ではないかなと、事業者にとってネガティ

ブな要素も含むアンケートで４割くらいの回答であれば、そ

れほど少ないということではないと思います。

内容については、賛否両論、反対だけというわけでも、賛

成だけというわけでもないですし、理由といいますか、ネッ
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クになること、ご心配になっていることなどもかなり多岐に

わたるようでございます。まず、このアンケートの結果につ

いて皆様方から質問をお受けしたいと思います。

佐藤雅彦委 ホテル、旅館、簡易宿所、民泊等の４２施設から回答があ

員 ったということですが、集計結果の２ページ目、ここが一番

宿泊事業者が懸念しているところだと思うのですが、半数近

くが「減る」というネガティブな意見ということですが、例

えば、他県資本のホテルと秋田市の事業者である簡易宿所、

民泊で回答の割合がどうなっているかというところまで分析

されていますか。

事務局 ホテル、旅館、簡易宿所、民泊等の種別によって回答の傾

向に違いがあるかについてですが、ほとんど全ての項目につ

いて、同じような傾向でありました。ホテル、旅館以外の回

答があまりいただけなかった状況もあります。

佐藤雅彦委 他県資本のところからも地場資本のところからも回答いた

員 だいていて、それが大体同じような傾向だということです

ね。わかりました。

原田委員 先ほど、ホテル、簡易宿所、民泊でそんなに傾向に差はな

いということでしたけれども、それぞれの区分ごとの結果は

我々が今後参考にするために拝見させていただくことは可能

でしょうか。

事務局 可能です。

臼木委員長 例えば規模別の回答の傾向など、何かそういうものがあれ

ば、次の委員会までということでなくて、私達委員にその都

度メールなどでお送りいただけるとありがたいと思います。

原田委員 特に課税免除は、ひょっとしたら例えばホテルさん旅館さ

んであれば課税免除いらないよねと言っていたとしても、民

泊であったり簡易宿所であったり、宿泊費が元々低い設定の

ところはどうしても自分のところは課税してほしくないから

こういう意見を出しているというのは少し差が出るのではな

いかと思ったので、お聞きした次第でございます。
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臼木委員長 他にいかがでしょうか。

浅利委員いかがですか。率直にご感想でも結構ですので、

何かありましたら教えていただければと思います。

浅利委員 概ね私ども宿泊事業者の心配事だとか、懸念事項が反映さ

れているなというのがまず率直な意見でございます。４割程

度の回答だということで、先ほど佐藤雅彦委員や原田委員か

らもあったように、どういう人たちがどのような回答をして

いるのかがまさに私も関心のあるところですが、回答率が低

いのは、案外本当に小規模な旅館さんだとか、あるいは、あ

まりもうこれに時間を割いていられないという人だとか、そ

ういう無言の回答ですけど反対ですという方々は多分意見か

ら抜けてるんだろうなと。それから、先般このアンケートを

取る前に内部でのご意見をいただいた書類などもありますけ

れども、大手の方では反対者もいますが、中には条件付き

で、使い道次第では賛成もいたしますという方もおられます

ので、それらが中心ではございませんが、そういう回答もあ

ったということで、この回答は概ねの業界を表しているなと

いうことで、どの辺からどういう具合にという分析について

は、私も大変関心があるということでございます。

佐藤太郎委 ただいま浅利委員から概ねの方の意見が反映されていると

員 いうお話がありましたけれども、資料１の１１ページの５の

(3)で、令和５年の延べ宿泊者数が５６万人と出ております

が、以前の資料で秋田市の令和５年の延べ宿泊者数が６７万

８，０００人でしたので、単純に宿泊者数の割合からいくと

８２パーセント程度という、８割を超える宿泊者数を占めて

いるところからの回答をいただけたと捉えることもできるか

と思います。ということで、今、浅利委員がおっしゃったよ

うな、回答がなかったところはやはり小規模なところであっ

たりというところもあるのかなと感じたところです。

臼木委員長 いくつか確認をしたいことがあるのですが、まず２ページ

のところで、お客様が減少すると心配される方が４５パーセ

ントということで、これは決して小さくない数字だなと思い

ます。一方で何とも言えないという方が３割くらいいらっし

ゃって、やはり制度設計がまだ具体化できていないので金
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額、あるいは導入の仕方によってはこの反対が増える可能性

も否めないのかなということで、この辺りは単純に４５パー

セントだからという捉え方をすると少し危険で、金額や徴収

方法あるいは使い道などによっては反対、お客様に対してな

かなか説明がというようなところかなと。

それに付随すると、３ページの辺りで、事前のアンケート

の設計のときに浅利委員からも随分ご指摘あったんですけれ

ど、やはり事務負担が宿泊事業者の皆さんにとって最大の関

心事なんだというのがよく分かりました。私、一番上の宿泊

者の減少のところも大きいのかなと思ったんですが、それと

同じ程度に、今、ある程度の規模の宿泊施設ですと何らかの

システムが入っていて、お客様とのやり取り、決済がシステ

ムで動くというところも少なくないので、やはり改修の経費

とか、もう一つは大して差はないんですが、お客様への説明

がかなり心配だと。実際に現場で説明を求められるのは市の

方ではなくて、フロントでお金をもらうときにこれはなんだ

と聞かれたときに説明しなければいけないのは宿泊事業者の

方だと思うんですね。これは法律ですから条例ですからと言

えばそれまでなんですが、お客様に納得のいく説明をしても

らうには、まずその業務をしている方に納得していただかな

ければいけないだろうなということもあって、この辺の数字

は多少の違いがあってもやはりかなり心配をされてるのかな

というのが伝わってくる感じがしました。導入に際して事前

に丁寧に制度設計をして説明を重ねていくことも大事なんで

すけれども、こういうことも現実として捉えないといけない

ので、拙速な導入をしてしまうと現場がかなり混乱するのか

なと感じました。

定額制とか定率制に関しては、条件付きながらも定額制の

方がシンプルでオペレーションがやりやすいというのは事前

に私もそうかなと思っていたのですが、やはり、もし入れる

んであればということなんだと思います。

減免措置みたいなものとか、免税の対象となる施設、ある

いは対象となるお客様を区別した方がいいというご意見は、

施設側に差をつけた方がいいというご意見はかなり高かった

んですが、一方で、お客様に対してはやはり制度設計上難し

いのかなと。秋田市は秋田県で一番人が集まる場所で、決し

て県外のお客さんだけが相手ではなくて、ここでスポーツ大

会とか修学旅行と書いていますけれども、共通テストを受け



- 5 -

る高校生も、地域によっては冬場の公共交通がきちんと動か

ないリスクを考えて事前に２日程度宿泊するのだそうです。

そういう方たちからも取るのかどうかと。単に観光に使うと

いうだけでは現場の方たちの納得感が得られにくいのかなと

いう気がしています。私は税金のあり方としてはシンプルな

方がいいと思うんです、違う形でそういう方たちに補助する

ことも考えるべきだと思うんですけれども、一方で、秋田市

の税金を取ることに対して、例えば鹿角市や大館市の高校生

にどうやって補助するのかというと、なかなか秋田市として

はやりにくいところもあると思うので、制度設計のところで

少し気をつけなければいけないのかなという感じがしまし

た。

一番大事なのが７ページのところで、何に使うかは納得感

という上でとても大事だろうなと感じました。一方で、私の

記憶ですが、コロナのときに一番国や行政から手厚いサポー

トがあったのが旅行関係の事業者の皆さんだったのではない

かと思うので、そう考えると、有事の際に何らかの財源を持

っておくのはとても大事なのかなという気はしています。と

はいえ、やはり何に使うかというのがとても大事なのではな

いかなという感じがいたしました。

最後に質問ですが、福岡県の事例ですと、福岡市とか北九

州市が独自の税を導入していて後から県が導入すると、仮に

２００円の税を県が後からかけたときに、市が１００円徴収

しているというと、県に納入される税金というのは１００円

分で市に１００円落ちることになるんですが、そういうこと

を検討してないＡとかＢとかいう市は２００円そのまま県に

出さなければいけないという点で行政間の不公平感みたいな

ものが後になって出てしまうと、せっかくのこういう良いお

話も行政間のなんだかんだに巻き込まれてしまうということ

があるので、福岡県、福岡市、北九州市、そういう宿泊税の

県市での調整についての情報をもう少しいただきたいのと、

導入のときに相当慎重に県との調整をしないと後で少し難し

いことにならないかなと。私からは質問は一点です。県と市

の辺りのことは今の時点でどういう考えなのか。

事務局 今の段階では市は単独で考えておりまして、福岡県の事例

を見ますと、臼木委員長がおっしゃるように、県が先に導入

すると市の歳入が少なくなるので、北九州市も駆け込みのよ
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うに参加していましたので、県の動向も確認しながらそうい

った調整をしていきたいと思います。現在、千葉、北海道な

ども検討しているので、そういった事例も研究したいと思い

ます。

原田委員 今ちょうど県と市の話が出たので、皆さんご覧になってる

と思うんですけれど、東北初の事例で、宮城県と仙台市が先

日１７日に県の条例で可決をしております。その情報を少し

共有させていただきます。

基本的には来年の１１月に同時導入を目指して動いている

ところなんですけれども、まさに県と市両方からの課税とい

うことで、実際に県内外からの修学旅行や学校部活動、保育

所や認定こども園の行事に伴う宿泊には課税しないというこ

とで、免税制度を併用すると記載がされております。また、

これが一番重要だと思うんですけれども、議会で賛成可決は

したものの、税の徴収義務を担う宿泊事業者の負担を軽減す

るよう求める付帯意見が付けられていますので、今日先ほど

からご意見が出ている事務負担をどう軽くするのかというと

ころは、宮城県においても同様に懸念点として残しつつ賛成

されているということだと思っています。

臼木委員長 同時なんですね。

原田委員 はい。ですのでちょうど良い事例として研究していくのが

いいのかなということと、今回アンケートで書いていただい

てるような、分かりにくさとか、何を目指すのかというもの

も、同時に宮城でやっていますよということはお話がしやす

いかと思います。また、我々観光事業者の目線で考えたとき

には、これからますます国際競争力をつけていかなければ選

ばれる観光地にならない、選ばれる宿泊地にならないという

中で、お隣宮城県仙台市が、およそ仙台市単体で約１０億円

の税収を見込んでいて、その税収が全て宿泊であったり観光

に資するものに使われるということを考えたときに、秋田市

としてどう考えていくのかを宿泊事業者の皆様にもお伝えし

ていかなければいけないのかなと思っています。

臼木委員長 ありがとうございます。佐藤委員いかがですか。
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佐藤司委員 皆さんのお話の通りだと思いますけれども、３ページの導

入に当たって事業者様から懸念されている部分として、事務

負担、宿泊者の減少、導入に当たっての様々な経費負担、宿

泊者様への説明責任があるということと、それから浅利委員

からも冒頭でのご紹介の中で、まだ細かいところが見えてな

いところもあると思うのですけれども、事業者様の中にも何

にどう使うんだという部分がある程度明確にならないと、先

ほど言った懸念部分を何にするかという部分が見えてこない

ということなんだろうなと思いますので、実施するというこ

とで検討を進めるとするのであれば、この二点を制度的にき

っちり押さえながら、説明、あるいは制度構築していくこと

が重要になってくると思っております。

それから、アンケートの中で修学旅行のお話があったんで

すけれども、税負担ということで一律なのか、あるいは、学

習活動に対しての免除的なところということもあると思うの

ですけれども、今現在、秋田市でも主に小・中学校の修学旅

行を対象に、指導者も含めて１人２，０００円補助がありま

すけれども、ケースはまだ少ないです。ただ、例えばスポー

ツ大会であるとか、先ほど受験のお話もありましたけど、部

署をまたぐようなところもあるので対象とすることが難し

く、修学旅行という視点で今取り組んでいるというのが対応

の部分だということを言っておきたいと思います。

佐藤雅彦委 宿泊事業者の方の理解が一番の肝になるところだと思いま

員 すが、システムの改修等の経費負担ということで、例えば他

の導入した県で、システム改修に関する経費を全額ではない

けれども市がいくらか補助するとか、そういった事例はある

のでしょうか。

事務局 導入自治体の事例をみますと、補助制度を設けているとこ

ろがいくつかあり、一定額までは全額補助するところもあれ

ば、上限を定め必要経費の２分の１を補助するところもあり

ます。先行して導入した９自治体に限ると少なかったのです

が、最近導入を決めたところはそういった配慮もしているよ

うです。また、システム改修の補助とは別に特別交付金の率

を加算するといった配慮をされているところもあるようで

す。
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臼木委員長 いずれにしても、具体的な制度設計に入るときには、事業

者の導入に当たっての負担、それから実際にお客様への説明

が通るような事前の説明、ＰＲみたいなことも必要でしょう

し、実際に導入された後に徴収したお金を市に納めるオペレ

ーションに係る負担の軽減とか、現場の方たちにかかってい

る負担を軽減できる制度設計というのも、このアンケートを

見る限りでは重要なのかなと、今ご指摘のあったようなとこ

ろを十分に配慮した制度設計にしないとなかなか現場が大変

なのかなというのは感じました。

他にいかがでしょうか。アンケート結果にもありますけれ

ども、秋田市がどういう観光の取組をしているのか具体的に

把握しないと使い道の議論が難しいというお話もありました

ので、アンケートに関しては一旦よろしいですか。後でまた

他の件でもご質問、やり取りするときに、もし思い出された

りすることがあればおっしゃっていただいても結構です。そ

れから、もし何かお気づきの点があれば、メールとかでお尋

ねしてもよろしいですか。

事務局 はい。

臼木委員長 報告事項の(2)秋田市の観光振興施策について、事務局か

ら説明をお願いします。

事務局 （資料２および参考資料２により説明）

浅利委員 ３ページの観光費の内訳について、令和６年度の様々な事

業、金額も記載の通りです。戻りますが、資料１の７ペー

ジ、どんなものに使ってほしいかという質問に対し、こんな

ものに使ってほしいと書かれたのがこの部分です。主語が宿

泊施設にと書かれている、ここも大変注意深いところです

が、これは宿泊施設の人に対するアンケートですからこんな

答えがくるでしょう。そして、先ほどのご説明は観光政策全

般に渡るということで、多岐に渡ったご報告のとおりであり

ますが、これが宿泊事業者によく説明されてない、あるいは

納得を得られてない。もしくは宿泊事業者を通していただく

となれば、ここのところをよくよく相談する場でこれで十分

なのか、何か入れ込んで欲しいものがあるのか、そういう一

つのプロセスが必要ではなかろうかと思います。そういう意
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味でも、後で申し上げようとは思いますが、私は基本的に反

対でありますので、慎重な時間を持って検討願いたいという

一つの部分として、申し上げさせていただきたいと思ってお

ります。

臼木委員長 今の点に関して事務局から何か補足はありますか。

事務局 アンケート結果を見ましても、宿泊税を活用する使途につ

いては多岐に渡りますので、本当にどういったものが望まれ

ているかというのは、宿泊事業者の皆様と意見交換をしなけ

れば市としてもなかなか絞るのは難しいかなと考えておりま

すので、そういった機会を設けさせていただきたいと考えて

おります。

佐藤太郎委 観光費の内訳をご説明いただき、それで仮に１０パーセン

員 ト程度の予算削減が必要になった場合という話でしたが、背

景としては分かるのですけれども、削減されるから不足する

財源を補うということが目的として先行してしまうと、なぜ

宿泊事業者がそこを負担しなければならないのか、本来そこ

は市全体の予算のやりくりでどうにかすべきことではないか

というのはやはりあると思いますので、将来像だとか、そこ

への道筋というのを作って、それに対してこういう取組が必

要ということが大事かなと思いますし、アンケートの中でも

「観光事業者の声を広く聞いて取り組んできたのか」という

ことがありましたので、背景としてはそうなんですが、実際

にそこがゴールということではなくて、秋田市の観光をどう

していくのかという、私は前回お話させていただいたんです

けれども、秋田市の観光の戦略といったものを、民間の観光

事業者、宿泊事業者の方以外も含めて広く取り込こんだ、そ

のプランといったものを作って、それは秋田市が取り組むべ

きところと民間がやるべきところがあると思いますし、秋田

市で新たに取り組むべきところにこういった財源が使えると

いったこともあるのかなと思いますので、既存の財源を補塡

するというのが先にきてしまうと難しいのかなと思います。

臼木委員長 お金がなくなったので取りやすいとこから取るという説明

が先に出てしまうと、どんな税金であっても、どんなに目的

が崇高であっても、なかなか理解を得られないところもあり
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ますので、お金が足りないからという背景は誰しも理解して

いてそれについてどうのということではなくて、ただ説明の

順序として皆さんへの理解を図る上で、お金がないのでくだ

さいということではなくて、こういった事業を続けていく、

あるいはこういった秋田市にしていく、観光の部分を強くし

ていきたいというビジョンなり、事業なり、取組があって、

その経費がぜひ必要だというような説明でいかないと、なか

なか事業者の皆さんのご理解を得られないのかなというご意

見だと私も伺いました。

事務局 いただいたご意見、本当にもっともです。そういった意図

ではなく、宿泊税は目的税ですので、当然既存の事業の単な

る振替などに使うようなものではなくて、新規事業、もしく

は既存事業のうちでも今は効果が足りない部分を拡充するな

ど観光振興に資する事業にだけ使いたいと考えております。

１回目の検討委員会で背景の説明の中で、予算がどういうふ

うに変わるのかという質問に対する回答として説明したとこ

ろです。

佐藤司委員 観光費の内容を説明いただいたところで、浅利委員からも

ありましたけれども、資料１の７ページで、先ほどの宿泊施

設などへの経理関係の整備に対する支援という話だったんで

すけれども、これに関して言うと、例えば宿泊税を導入する

場合に必要となる設備経費、維持管理経費など、いわゆる導

入部分に対する支援と、いわゆる観光事業をするための支

援、環境整備という２点があると思うので、冒頭のところと

観光の施策の部分としての環境整備というところを住み分け

するような意見聴取というのも大事なので、そこを住み分け

する必要があるのかなと思いました。

臼木委員長 ありがとうございました何か補足はありますか。

事務局 宿泊税を導入するとした場合に必要となるシステム改修な

どの整備への支援と、あとは導入した場合の活用先として例

えばバリアフリー化、インバウンド対応ですとか、そういっ

たものへの支援を分けて考えていく必要があるとのご意見だ

と思いますので、しっかり検討していきたいと思います。
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臼木委員長 他にいかがでしょうか。

専門的な立場から地方税を特に捉えると、一般論として、

所得税だとか固定資産税という税金はどこに使うという目的

や意図が紐づいてないという点で行政としては使いやすいタ

イプの税金だと思うんですが、目的税と銘を打って、観光税

なのか宿泊税なのかはともかく、特定の人をターゲットに税

金を集めるという制度設計をするのであれば、入口だけでな

くて出口の制度設計がどうしても紐づいてくると思うんです

ね。そこは確かに制度設計上難しい判断があるんですけれど

も、一方で、税体系という考え方でいくと目的税というのは

非常にシンプルで、どういう目的で使うということが明示で

きるという点では、税としてのメリットというか、納得感が

得られる使い方がきちんと明示できればという前提がつくん

ですけれど、一般の税のようにどこ行っちゃうのこの税金と

いうことがない。制度設計の苦労はあるけれども、非常に皆

さんに対しての納得をしてもらう努力さえ重ねていけば、逆

にその経費を目的に応じた形で使っていけるということで、

ある種プロテクトできるという点で出口の部分と紐づいてる

というのが、目的税のいいところなんですね。世の中、ここ

百何十年、戦後何十年は一般税が多くなっていくという税の

歴史だったんですけれど、私の立場的には、地方税なんかは

特にこういった分野であれば、目的税の方が導入の観点から

は利にかなっているとずっと前から思っていたので、その点

では、法定外の目的税というのは観光のように法的に誰も守

ってくれないようなエリアというのは、何かあると必ずゼロ

にされがちなんですね。コロナのときもそうですけど、人が

来ないんだからいらないでしょうという理屈がすぐに成り立

ってしまうタイプの事業費ですので、一定程度そういうもの

をケアできる財源をキープしておくというのは、税体系上、

行政の立ち位置としてはありだと思います。ただ、浅利委員

がおっしゃったとおり、どこに使うというのが紐づいていな

いとやはり納得がいかないということと、その集め方にして

も現場の人が負担感があるというようなことで、しかもこん

なところにしかお金使わないのになというといろんな問題が

出てきてしまうので、目的税のいいところのある反面です

ね、難しいのは、その出口と紐付けるときにきちんと納得感

のあるような形でやっていかないといけないというところは

あるんだろうと思います。それは先ほどご意見のあったとお
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り、内から取るのではなくて、こういうところに使う、こう

いうふうに秋田市を発展させていきたいというような考え方

も必要なんだろうなと思います。となると、税金を取るにあ

たってものすごいエネルギーが必要ということになってしま

うんですけれども、税金は一度入れてしまうとそういういろ

んなギクシャクを後で調整するのが大変になるので、慎重な

上にも慎重に制度設計が必要なのかなという感じがしていま

す。日本の地方行政というのは、なかなかそういう地方税を

独自の判断で入れるという経験値がどの行政体もないので、

すごくご苦労されるんだろうと思うんですけれども、逆に言

うと、こういうことを積み重ねて議論していくことで皆さん

の理解を得ていくという、そういう努力も必要なんだろうな

というのを感じました。仮に予算が１０パーセント減ると

５，０００万減って、固定費除くと３億弱くらいしか自由度

がなくて、そのうちの５，０００万なくなるというと、一つ

の事業が飛ぶんだろうなというのは率直にご説明を聞いてい

て感じましたので、そういうことを考えるとなかなか秋田市

といえども財政事情がかなり厳しいんだなというのが私自身

はよく理解させていただきました。感想めいた話ですみませ

ん。

いかがでしょうか。この資料２について、ひとまずよろし

いですか。また改めて何かありましたら遠慮なく聞いていた

だいて結構です。

３ 議題

臼木委員長 議題の、これまでの議論を踏まえた課題の整理等につい

て、事務局から説明をお願いします。

事務局 （資料３および参考資料１により説明）

臼木委員長 今日のご議論はここには反映されていませんけれども、も

ちろん考慮していたいただいて、何らか取りまとめるときに

は今日の議論も含めて反映されていくんだと思います。過去

のこれまでの議論のこれが足りないとか、もう少しちゃんと

入れてくれというようなご意見でも結構ですし、逆にこの課

題やこれからこういうことをやっていったらいいのではない

かという辺りについてご意見ご質問があればということで、
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原田さんいかがでしょうか。

原田委員 資料３の１ページのところで、秋田市議会の意見に対して

議会でどのような答弁をしたのか知りたかったんですけれど

も、具体的に言うと真ん中のところ「洋上風力発電等の事業

者など、長期の宿泊者は負担も大きいことから、配慮する必

要がある」とあるんですけれども、このようなまさに洋上風

力発電のように秋田で起こっている事象に対して、これ仮に

宿泊税が導入されたから泊まるのはやめようとか、開発をや

めようというふうになるわけがないので、そう考えると、ま

さにこういう目的があって来ている人たちに対してきちっと

課税をし、徴収して、それを地域の振興のために役立ててい

くというのは、洋上風力発電を市として県として推進する上

でもすごく重要なことだというふうに思いますので、むしろ

配慮するんだったらやはりこういう人たちからきちっと取れ

るような仕組みにするべきで、あまりそこを配慮して減税を

するとか長期の宿泊の人たちということは、逆に考える必要

ないのではないかなと思うんですけど、ここはどのように答

弁されたのか教えていただければと思います。

事務局 まだ検討委員会で検討を続けているところですので、具体

的にどういった対応をしますという回答はできなかったので

すが、いただいたご意見も踏まえ検討してまいりますと回答

しております。

原田委員 対応が決まったわけではないんですよね。

事務局 はい。

佐藤司委員 市議会の委員会のお話は、今宿泊税を検討していますとい

う報告に対する意見ということで個別にお話が出たという状

況ですね。

事務局 はい。今年度宿泊税検討委員会を立ち上げ、宿泊税につい

て検討を行っていると報告した中での質問です。

臼木委員長 具体的に税を入れるということになりますと、条例等を議

会に提出して予算案も同時に出すということになります。そ
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の制度設計に関する議論は間違いなく議会が責任を負いなが

ら、行政側と議論していくのでしょうけど、これはどういう

議論をしていますという報告に対して、先生方が懸念してい

る、こういうことも大事なのではないかという御指摘という

ことですね。

事務局 はい。

浅利委員 全体的な意見を申し上げたいと思います。１回目２回目を

通して、宿泊業者の側から、結論としては今すなわち賛成で

きないと言って様々なことを申し上げ、今日はアンケートを

とった結果のご報告を頂戴してというところで、先ほど申し

ましたように、アンケートの結果は私の方で概ね理解してい

るところとそんなに遠いものではないと思っております。今

日は第３回目ですが、約１月の間、いろんなことがあったと

思います。臼木委員長のところにもご意見があったと思いま

すが、私にもいろんな意見をしてくれる人がございます。私

は冒頭言った立場の者ですが、賛成する立場でのご意見も頂

戴しています。その意見の主たるところは、観光というもの

は大切な産業であり、それをさらに生かしてやっていくとい

うことは必要なことでしょうし、そのためには予算がかかる

話でしょうからその予算をその業界が準備していくことはむ

しろ悪いというよりも褒められることであろうと、そんな意

見。ならびに、やるならばよそより早くやったらいかがです

かと、競争相手はいっぱいですよと、こういうご意見が寄せ

られておりますし、ご指摘の点に間違いがあるとも思いませ

んが、しかしながら私はやはり反対の意見を申し上げておる

と。その根拠を申し上げますと、この会議は確か市役所から

この説明から始まっています。交流人口を拡大して魅力ある

観光コンテンツの提供と受入体制の強化などを進めていく必

要があると、市の歳入は減少傾向であるため歳出を縮小して

いかざるを得ない、そのため宿泊税の導入を検討したいと、

ここから出発したわけであります。この間、先ほども申した

ように仙台市、宮城県というようなことが始まるというので

あります。それから他の都市でもそういったことは大いに検

討されています。私先ほど東京で出張でと言ったのは、旅館

組合の全国の会議に行ってまいりまして、ご飯食べてるとき

ですからいろんな意見が出ますけれども、やはり検討してい
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るという意見もありました。そういうところに来る人が大体

幹部の人が多いですから、反対という人もいますし、賛成で

組合員を納得させるためにこういう苦労があるということを

ざっくばらんに話してくれる人もいるわけですけれども、い

ずれにせよいろんなご意見があるわけですが、私はですね、

人口減少化社会において自分たちの業界を自助努力で守ると

いうのは一見そうだなと思う一面と、みんながみんな法定外

目的税という形で集めると、環境税も別方面でどんどんでき

てますね、それから観光税もここで言われていたほかますま

す目的税が導入されている。先ほど臼木委員長がそういうの

も一つですよねといった背景があるわけです。様々な形で国

民の税負担が増えていくと、個別でいけばなるほどと思える

んですけれども、全体でいくと税という形で民の財を官が吸

い上げるという結果には変わりはありません。いやいや外国

人からとったら大丈夫と、おらほの街からとらないからいい

んじゃないと、こういう論もあるけれども、全部が全部そう

ではないんですね。一昨日隣り合わせの白馬村の観光地の人

は、うちはスキー場だからスキーのときがっぽり都内から来

てあと誰も来ないんだと、あるいはインバウンドがやってく

るんだと、そういうところはそういう論議もあるいは成り立

つかもしれないけれども、そうでもない都市も多々ありまし

て、秋田市は少なくともそういう都市には当たっていないの

ではないだろうか。こんなことから私が申し上げたいのは、

論点の大事な一つとして、法定外目的税はどんどん増える傾

向にある。それ一つ一つの理屈をその土地土地でみてみると

一見そのようであるけれども、そんなことをみんながやり始

めたならば、最初にやった方がいいよと、先行者利益はまも

なくなくなると。そういう社会になっていくときに、産業

が、経済が疲弊しやしないかと。余談ですが、昨日選挙があ

りましたけれども、だいぶ変化がありました。いろんなこと

があったけれども、国民は生活が大変というようなものも確

実にあるわけですので、何もかも税で、少額だから、誰かが

担ってくれるから、足りない分はどのぐらいになって新しい

産業を起こしたらどうだろう、その方が得じゃないかという

論議だけで本当にいいものだろうかということを私としては

申し上げたい。この会が何もこんな大事なことを決める会だ

とは思っていません。やはり秋田市議会がお決めになること

で、この委員会はどんな意見がありましたかと、中心になっ
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てる宿泊業者は何て言ってましたかと、こんなことを中心に

報告書が書かれるのでしょう。そして本当の論議は市議会だ

と思うのですが、まず税のあり方、そういったことをまず一

点に申し上げたい。

もう一点は、先ほど以来いろいろと書かれている様々なこ

とが必要だとは思います。もう少し宿泊事業者のご意見も取

り入れたものであってほしいと思いますが、必要だと思いま

す。そのときに新しい目的税を導入して、それを実行するし

ないで、それしか道がないのか。他のものを削っても、それ

はどういう人も必要だし地域の産業振興のためにどうしても

取り組まなければいけないからそっちに回そうよと、一つ一

つ個別のことはどこから持ってきていいかということは私な

んかには分かりませんけれども、やはり人口減少時代で、税

収が減る社会だからこそ、準備して、そして優先課題にお金

を費やそうよと、そしてみんな賛成してちょうだいとこうい

う丁寧な論議が必要じゃなかろうかと。そういう意味でその

辺がまだ固まっていないし、今あまりにも物価高その他経済

事情もあまり良くないので、もう少し時間をかけていただい

て、何に使うか辺りも含めて継続審議という形をぜひともお

願いしたいなということを旅館側としては思う次第でござい

ます。

臼木委員長 業界の個別のご事情や個々のホテル旅館さんのご意見とい

うのもまたいろいろあるんだと思います。今浅利委員がおっ

しゃったとおり賛成の方も、もちろん反対の方もいらっしゃ

って、ただトータルするとということで今ご発言いただいた

のではないかと思います。いみじくも浅利委員がお話しいた

だいたとおり、この委員会で税金のやり方を決めてしまうよ

うなそういう委員会ではなくて、入れるんだったらこんな問

題がある、業界としてはこういう意見があるということをも

ちろん報告書等で明記して、賛否があるんだということで、

もし入れるんだったらこういう点を吟味しなければいけない

し、反対の意見も根強いのでこの点は全く無視していいわけ

ではないでしょうというようなことが最終的なものにされ

て、それが議会の先生方がきちんとそれをご覧いただいた上

で議論に入っていくことになるんだろうと思います。ご意見

ご指摘は本当にごもっともかなと思いました。市の方で今の

浅利委員のお話にコメントはありますか。
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事務局 検討委員会の場で、宿泊事業者の方の懸念や課題を吸い上

げることも目的としておりますので、そういったご意見があ

ればどんどんいただきたいと思います。それについてはしっ

かり検討し対応方針を真剣に考えていかなければならないと

受け止めておりますので、よろしくお願いします。

臼木委員長 他に意見の論点整理のようなペーパー、資料１、資料２、

過去の１回目、２回目等も含めて、一言をここでというよう

なことがあれば、遠慮なくご質問でも結構ですがいかがでし

ょうか。

佐藤雅彦委員いかがでしょうか。

佐藤雅彦委 いろいろな整理がまだまだ必要なのかなと思いますが、先

員 ほどの資料１の７ページで宿泊事業者の方は宿泊施設等の受

入環境の整備に対する支援などを非常に求めているというと

ころ、主な意見で今まで観光事業者の声を広く聞いて取り組

んできたのかという点に疑問が残るという意見ですので、繰

り返しになりますけれども、宿泊税がどういった形で使われ

るのかというところは非常に肝になってくると。ただ一方

で、資料３の１ページの秋田市議会の意見で、宿泊税の導入

について「オーバーツーリズム対策であれば理解できるが本

市ではそのような状況にはない」ということで、例えば、一

つずつ調べるのは難しいでしょうけれども、秋田市に宿泊し

ている方が本当に観光目的で来ているのか、あるいは仕事で

きてるのかというところでまた考え方が違ってくる、宿泊事

業者の方も観光事業で主に受け入れている方もいらっしゃる

し、あるいは、例えば、簡易宿所は大半が仕事で受け入れて

いるところ、そういった方たちに十分理解してもらえるよう

な論点整理をしていかなければいけないのかなというところ

は感じました。

臼木委員長 ありがとうございました。今のお話に何かありますか。他

にいかがでしょうか。

過去、今日も含めて３回ほど議論をしてまいりました。簡

単な形で資料３で論点を整理していただいていますけれど

も、十分にこれは意見が反映されてないとか、この点をもう

少しきちんと入れ込んでほしい、あるいは強調してほしいと
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いう点があれば、今日お帰りになってお気づきの点があれば

事務局の方にメール、お電話等で追加をしていただければそ

れを反映していただけるものと理解をさせていただいて、こ

こでの意見交換やご質問ご意見を賜る点については一旦終了

とさせていただければと思います。

３ その他

（次回開催日の連絡等）

臼木委員長 日程的には、次というとどのタイミングになりますでしょ

うか。

事務局 １１月の下旬を予定しております。その前に骨子案につい

て皆様から意見をいただく機会を、方法は調整中ですが、考

えております。

臼木委員長 事前に案をお作りいただいて、それを事前にお配りして、

かつ意見等修正も含めて反映する時間をある程度取っていた

だいた上で、第４回の会議を迎えるということでよろしいで

すか。

事務局 はい。

臼木委員長 次は１１月下旬をめどに今までの議論、論点を整理した上

で、今後の方向性等を含めた報告書の案をご提示いただける

ということでございました。

４ 閉会


